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の
　
区
と
の
酎
慰
劉
貼
詠
組
む
と
創
動
割
引
軋
む
針
‥
談
謀
議
撃
謙
協
勧
皆
桁
釦
か
難
か
誹
は
離
誹
灘

「
特
別
区
の
児
童
福
祉
行
政
抽
象
的
・
理
念
的
な
心
配
に
す
・
精
神
）
・
保
健
、
心
理
な
ど
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
（
協

が
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
へ
歩
み
を
ぎ
な
い
と
私
は
考
え
る
。
な
ぜ
様
々
な
専
門
的
知
見
を
踏
ま
え
議
会
）
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て

進
め
た
」
。
法
改
正
を
受
ば
て
な
ら
は
、
①
特
別
区
は
地
域
に

5
月
紳
日
に
特
別
区
長
会
の
会
根
ざ
し
た
最
前
線
の
窓
口
と
し

長
名
で
出
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
で
て
、
相
談
・
苦
情
を
含
め
て
こ

あ
る
。
今
後
、
東
京
都
と
特
別
．
れ
ま
で
福
祉
行
政
を
担
っ
て
き

た
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
介
い
る
。
例
え
ば
、
「
地
域
の

大
型
の
ノ
ウ
ハ
ウ
取
得
の
た
め
医
療
機
関
・
大
学
病
院
な
ど
と

に
は
、
研
修
に
加
え
、
児
童
相
ど
う
連
携
で
き
る
か
」
　
「
私
立

談
所
へ
の
派
遣
や
全
景
轟
、
幼
・
保
・
小
・
申
・
高
校
な
ど

ど
を
積
極
的
に
進
め
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
多
様
な
育
ち
に

つ
い
て
の
理
解
が
進
み
、
子
ど

も
た
ち
（
施
設
退
所
者
を
含
む
）

を
地
域
で
ど
う
支
え
て
い
く
の

か
に
つ
い
て
、
行
政
が
主
導
的

行
政
の
在
り
方
は
、
こ
の
コ
メ

当
ン
ト
に
あ
る
よ
う
に
、
大
き
く

変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う。
こ
の
論
稿
で
は
、
法
改
正
の

全
国
の
捏
愚
談
所
に
お
け
聾
目
と
の
関
係
で
、
実
務
的
な

る
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
∵
祝
点
と
し
て
以
下
の
4
点
を
挺

は
、
2
4
年
間
で
約
0
0
倍
に
増
加

し
、
平
成
2
6
年
度
は
8
万
8
9

3
1
件
と
増
加
の
一
途
を
た
ど

る
。
同
年
度
、
2
3
区
の
相
談
受

理
件
数
は
3
万
5
2
9
6
件
一

虐
待
相
談
対
応
件
数
は
8
4
2

7
倍
だ
っ
た
（
区
市
町
村
児
童

家
庭
相
談
統
計
）
。
塵
得
に
よ

る
死
亡
事
例
は
年
間
5
0
件
を
超

え
、
l
週
間
に
1
人
の
子
ど
も

が
命
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
に

なる。こ
う
し
た
現
状
の
下
、
児
童

福
祉
法
等
が
改
正
さ
れ
た
。
今

回
の
法
改
正
は
、
▽
児
童
福
祉

法
の
理
念
の
明
確
化
等
▽
児
童

虐
待
の
発
生
予
防
▽
児
童
虐
待

発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

▽
被
虐
籍
児
童
へ
の
自
立
支
援

I
I
の
4
本
の
大
き
な
柱
か
ら

な
り
、
こ
の
”
3
本
目
の
柱
と
さ

れ
る
児
童
塵
繋
蛋
時
の
迅
速

・
的
確
な
対
応
の
一
項
目
と
し

示
し
た
い
。

異
な
り
、
保
健
所
権
限
を
持
ち
、

妊
産
婦
か
ら
の
き
め
細
か
な
相

談
業
務
等
を
担
っ
て
き
た
こ
と

－
こ
う
し
た
実
績
か
ら
す
れ

ば
、
地
域
全
体
の
関
係
機
関
や

資
源
の
調
整
を
し
つ
つ
、
ト
ー

タ
ル
な
支
援
を
継
続
的
は
行
う

こ
と
は
、
特
別
区
が
よ
ぐ
な
し

用
な
ど
を
積
極
的
に
進
め
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

組
織
体
制
の
専
門
体
制
強
化
の

た
め
に
は
、
弁
護
士
配
置
の
み

な
ら
ず
、
経
験
豊
富
な
各
領
域

の
専
門
家
と
い
か
に
つ
な
が
っ

て
い
く
の
か
、
外
部
の
機
関
や

民
間
専
門
家
集
団
と
の
協
定
や

．
の
か
」
「
居
住
実
態
の
な
い
児
童

対
策
を
要
対
協
の
所
掌
事
務
に

位
置
付
け
て
関
係
機
関
の
連
携

一
が
で
き
て
い
る
か
」
な
ど
が
課

題
と
な
る
。
体
制
の
再
構
築
・
実

効
化
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

．
第
4
は
、
今
回
の
法
改
正
で

は
、
被
虐
児
童
へ
の
自
立
支
援

子
ど
も
の
安
全
・
安
心
を
守
る
先
端
・
モ
デ
ル
地
域
へ
向
け
て

法
改
正
か
ら
見
た
特
別
区

ま
ず
、
今
回
の
改
正
法
を
僻

蹴
す
る
と
、
「
身
近
な
場
所
で
の

支
援
業
務
を
担
う
市
町
村
と
、

専
門
的
な
知
識
・
－
技
術
や
広
域

的
対
応
業
務
を
担
う
都
道
府

県
」
と
い
う
役
割
分
担
を
再
確

認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
強

化
策
を
定
め
で
い
脅
こ
う
し

た
耳
∵
「
基
礎
自
治
体
で
あ
り

つ
つ
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る

特
別
区
は
、
両
者
の
役
割
を
十

分
は
果
た
し
う
る
の
か
」
　
「
こ

れ
ま
で
の
見
守
り
・
寄
り
添
い

型
の
支
援
が
後
退
す
る
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
」
と
の
指
摘

て
、
特
別
区
の
児
童
相
談
所
穀
も
な
さ
れ
て
い
る
。

置
が
開
示
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
指
摘
は

得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
今
後
、
児
童
相
談
所
の
権

限
を
有
す
る
こ
と
で
、
よ
り
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
力
に
動

か
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ

し
、
児
童
相
談
所
の
権
限
を
円

滑
か
つ
迅
速
に
行
使
す
る
た
め

の
人
的
・
財
政
的
裏
付
け
の
あ

る
組
織
拡
充
は
喫
緊
の
課
題
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
今
回
の
改
正
法
は
、

児
童
相
談
所
に
必
要
な
専
門
職

の
条
件
や
数
の
定
め
、
弁
護
士

の
配
置
な
ど
、
児
童
相
談
所
ほ

お
ば
る
専
門
体
制
の
強
化
を
定

め
て
い
る
。

現
場
は
日
々
、
医
療
（
小
児

委
託
等
の
手
法
を
模
索
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
3
に
、
今
回
の
法
改
正
は
、

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

に
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の

配
置
を
定
め
、
い
わ
ゆ
る
妻

対
協
」
の
体
制
強
化
を
求
め
て

いる。児
童
相
談
所
自
体
を
強
化
し

て
い
く
こ
と
に
加
え
、
学
校
・

保
育
所
・
保
健
所
・
警
察
・
医

師
会
・
民
生
委
員
な
ど
様
々
な

関
係
機
関
と
の
間
で
構
成
す
る

要
対
協
と
い
う
法
定
の
ネ
ッ
十

i
ワ
ー
ク
を
、
ど
の
よ
う
に
創
造

・
拡
充
し
て
実
際
に
動
か
し
て

い
く
か
、
こ
の
中
身
は
法
制
度

の
柱
と
し
て
里
親
支
援
や
養
子

縁
組
里
親
の
法
定
化
、
自
立
援

助
ボ
ト
ム
の
対
象
年
齢
の
引
き

上
ば
等
を
掲
ば
て
い
る
点
だ
。

自
治
体
側
に
は
、
地
域
で
里
親

を
増
や
す
働
き
掛
け
、
地
域
の

里
親
会
な
ど
と
の
情
報
共
有
な

役
割
は
多
い
。

最
後
に
、
、
今
回
の
法
改
正
は

児
童
権
利
条
約
を
掲
ば
て
お

り
、
児
童
が
適
切
な
養
育
を
愛
．

は
る
権
利
、
す
こ
や
か
な
成
長

・
発
達
や
自
立
等
を
保
障
さ
れ

る
権
利
な
ど
を
明
確
に
示
し
て

い
る
。
「
ど
の
子
ど
も
の
命
に

も
軽
重
が
な
い
」
と
の
当
た
り

前
の
原
点
に
、
都
や
特
別
区
に

か
か
わ
ら
ず
み
ん
な
で
立
つ
こ

と
が
こ
の
法
改
正
の
趣
旨
で
あ

そ
」
と
を
強
調
し
、
こ
の
論
稿

、を締めたい。・

重
恩
都
の
児
童
相
談
所
と
特

別
区
児
童
相
談
所
の
並
び
立
つ

首
都
東
京
が
、
ど
の
地
域
よ
り

も
子
ど
も
の
安
全
・
安
心
を
守

る
先
端
モ
デ
ル
地
域
へ
と
発
展

す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

（
日
杢
入
学
危
機
管
理
学
部
種

教
援
　
鈴
木
秀
洋
）

心
肺
停
止
の
男
性

ー
カ
ー
被
害
者
支
援
マ
ニ
ュ

ア
ル
検
討
会
委
員
。
共
著
に

『
行
政
訴
訟
の
実
務
』
　
『
こ

れ
か
ら
の
自
治
体
職
員
の
た

め
の
実
践
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
』
　
（
第
一
法
規
）
な
ど
。

電
車
内
で
心
肺
停
止
に

な
っ
た
男
性
を
A
E
D
一

文
京
区
男
女
協
働
・
子
ど
も
保
育
士
（
神
奈
川
）
。
法
務
博

家
塵
義
セ
ン
タ
「
担
当
課
士
（
尊
題
。
′
ひ
ま
わ
り
字

義
離
籍
醗
畿
鵠
権
利
馨
ン
字


